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宗像市語学指導員（ALT）業務委託業者選考委員会設置要綱

（目的及び設置）

第1条宗像市立小学校・中学校における語学指導員(AIX､業務委託を実施するにあたり、受託業
者決定のための調査審議を厳正かつ公平に行うため､宗像市語学指導員(AID業務委託業者選考
委員会（以下「委員会」という）を設置する。
（所掌事務）

第２条委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議し、業者決定資料として市長に提出す
る。

（１）「提案書等」に基づき申請業者の適合性を調査審議する。
②その他必要な事項について調査審議する。
（組織）

第３条委員会は次に掲げる職にあるものをこれに充てる。
（１）教育部長

（２）理事兼主幹指導主事

（３）中学校長代表

（４）小学校長代表

（５）中学校外国語担当教員代表

（６）小学校外国語教育推進教員代表

（７）外国語教育担当指導主事

（委員長及び副委員長）

第４条委員会に委員長及び副委員長各１名を置く

２委員長は、教育部長をもって充てる。

３副委員長は理事兼主幹指導主事をもって充てる。

４委員長は、委員会の会務を総理する。

５副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務
を代理する。

（会議の招集及び表決）

第５条委員会は、必要のつど委員長が招集する。

２委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
（庶務）

第６条委員会の庶務は、教育部教育政策課において処理する。
附則

この要綱は、平成15年２月１７日から施行する。

この要綱は、平成ﾕ9年１月１５日から施行する。

この要綱は、平成２０年１２月２４日から施行する。

この要項は、平成２１年１２月２５日から施行する。

この要項は、平成22年１２月１０日から施行する。
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【改正理由】

選考委員変更等による要綱の一部改正。
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(所掌事務）

第２条委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議し、業者決定
資料として市長に提出する。

(1)「提案書等」に基づき申請業者の適合性を調査審議する。
(2)その他必要な事項について調査審議する。
(組織）第 澱

⑪
②
⑥
③
⑤
⑥
⑪

委員会は、次に掲げる職にあるものをこれに充てる。
教育部長

理事兼主管指導主事
中学校長代表

小学校長代表

中学校外国語担当教員代表

小学校外国語教育推進教員代表

芝 語教育担当指導主事
(委員長及び副委員長）

第４条委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２委員長は､■教育部長をもって充てる。

３副委員長は理事兼主幹指導主裏をもって充てる。
４委員長は、委員会の会務を総理する。

ひ

５副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事
故あるときは、その職務を代理する。

(所掌事務）

第２条委員会は次の各号に掲げる事項について調査審議し、業者決定
資料として市長に提出する。

(1)國遥｢提案書等」に基づき申請業者の適合性を調査審議する。
(2)その他必要な事項について調査審議する。
(組織）蝶

③
②
③
③
⑤
⑥
②
⑧

第

委員会は寸次に掲げる職にあるものをこれに充てる。
塾査量

教育部長
中学校長代表

小学校長代表

堂拉塾宣塾量
中学校外国語担当教員代表

小学校外国語教育推進教員代表

理事兼主幹指導主事
(委員長及び副委員長）
第４条委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２委員長は､数着f長をもって充てる。
３副委員長は教育部長をもって充てる。

４委員長は、委員会の会務を総理する。

■

－

５副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事
故あるときは、その職務を代理する。


